
水産海洋技術センター淡水系統紫外線殺菌装置保守点検業務仕様書 

 

１ 業務名 

  水産海洋技術センター淡水系統紫外線殺菌装置保守点検業務 

 

２ 履行場所 

  広島県立総合技術研究所 水産海洋技術センター 

  呉市音戸町波多見六丁目 21番１号 

 

３ 履行期間 

  令和８年４月１日から令和 11年３月 31日まで 

 

４ 業務の概要 

この業務は、水産海洋技術センターのプラント設備を正常に機能させ、適切に維持管理

するものである。 

 

５ 業務の内容 

業務の内容は、次のとおりとする。 

(1) 紫外線殺菌装置に係る総合点検（１回／年） 

(2) 紫外線殺菌装置に係る紫外線ランプ交換（８本／年） 

(3) 紫外線殺菌装置に係るフロンチューブ洗浄（１回／年） 

 

６ 点検対象設備 

流水型紫外線殺菌装置フロンライザ 

型式：ＦＤＬ－８ 

 

７ 紫外線ランプの交換 

通常の運転において年１回の交換を要する紫外線ランプ８本の代金については、委託料

に含むものとする。 

ただし、交換を要するものが８本を超える場合は、別途発注者が購入するものとし、交

換を要するものが８本に達しない場合は、８本に足りない本数を受注者が広島県立総合技

術研究所水産海洋技術センターに現物で納入するものとする。 

 

８ 実施方法 

業務の実施日時については、発注者と受注者が協議の上決定するものとする。また、実

施後は遅滞なくその結果を報告するものとする。 

 

９ 異常時の対応 

業務を実施した結果、異常を発見した場合は速やかに報告し、発注者と協議の上、正常

に復帰させるための方策を採らなければならない。 



10 業務工程表 

業務委託契約約款第３条の業務工程表の提出は免除する。 

 


